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51―18 P U D T 
 

無効審判における職権審理、無効理由通知 

 

 

１．  無効理由通知（特§153、実§41、意§52、商§56） 

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由（例えば、異なる条文）

についても、審理することができるから、無効審判において、請求人が主張して

いない無効理由を職権で探知することもできる。ただし、請求人の申し立てない

請求の趣旨については審理をすることができないから、無効審判が請求されて

いない請求項、指定商品・役務について無効理由を職権探知することはできな

い。 

当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長はそ

の審理の結果を、被請求人（権利者）には無効理由として、請求人及び参加人に

は職権審理結果として通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を

与えなければならない。これに対応して、両当事者及び参加人は、通知された無

効理由について、意見を述べることができる。 

特許無効審判において、被請求人は、無効理由通知において指定された期間

（標準 30 日（在外者 50 日）→25―01.2）内に訂正の請求をすることもできる

（特§134 の 2①）。 

 

２．  職権審理の発動の基本的考え方 

職権審理の発動は合議体の義務ではなく裁量権とされているから、必ず職権

審理をしなければならないわけではない。合議体が職権審理の権限を発動する

か否かは、その事件が公益に及ぼす影響、職権探知をすることによる審理遅延の

可能性、職権探知の結果としての真実発見の可能性、等を総合的に考慮し事案に

応じて合議体が決定すべきものである。 

無効審判制度は、当事者対立構造であるから、基本的には請求人の主張立証に

基づいて審理を進め、職権審理は審理を補完する程度にとどめることが適切と

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_153
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123#Mp-Ch_5-At_41
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125#Mp-Ch_5-At_52
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127#Mp-Ch_5-At_56
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/25-01_2.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_134_2
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考えられる。 

そこで、原則として以下の例を限度として、無効理由の存否に係る職権審理の

裁量権の発動をする。 

ア  無効審判の請求人の主張する事実及び証拠に基づいては適切な無効理由が

構成されないと認める場合であって、当該無効審判事件において申し立てら

れた複数の証拠の組み合わせを修正すること、又は、周知事実を補完するこ

となどによって適切な無効理由が構成でき、的確な審理に資すると認めると

き。 

イ  当該権利についての他の事件（他の無効審判、侵害訴訟等）において示さ

れた事実又は証拠を併せて考慮することによって、より適切な無効理由が構

成できる場合であって、当該他の事件との結論の齟齬を回避することが必要

と認めるとき。 

ウ  請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合におい

て、権利付与後の情報提供制度（→10―04）に基づき提出された情報であっ

て請求人が請求の理由として援用しなかったものが、一見して明らかに適切

な無効理由を構成するものであり、しかもそれを職権審理の対象としないこ

とは公益上の観点から容認しがたいような事案であるとき。 

エ  請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合におい

て、その他に適切な無効理由を構成する先行技術等が存在する可能性が非常

に高く、かつ、それを職権で探知することが比較的容易であり、しかも職権

探知しないとすることは公益上の観点から容認しがたいような事案であると

き。 

 

３．  不許可決定した補正に係る請求の理由の職権による採用 

不許可の決定をした無効審判の請求の理由の要旨を変更する補正（特§131 の

2②）を、「当事者が（適法に）申し立てない理由」として職権審理の無効理由

に採用することについても、補完的なものと位置付けるべきであり、職権審理の

対象とすることは、それまでの請求人の対応内容等（請求人が審判請求当初から

請求の理由を十分に記載していたか、その後の審理過程で適時かつ適切に攻撃

をしていたか等）を考慮して慎重に決定することが適切である。 

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/10-04.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_131_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_131_2
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(1) 不許可決定した補正の類型ごとの留意事項 

ア  審理遅延要件に違反するもの 

審理を不当に遅延させるおそれがあるとして不許可とした補正に係る請求

の理由を職権探知の無効理由として後に採用することは一貫性がないから、

特段の事情変更があったときや職権審理の対象にする方が迅速な審理に資す

ると認めるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。 

イ  訂正起因要件・当初不記載の合理的理由要件に違反するもの 

訂正の請求に起因して必要になったものではなく、しかも当初の請求書に

記載しなかったことに合理的な理由もない請求の理由に係る補正は、要旨変

更が認められるべきでない補正の典型例であるから、それを職権で採用して

特許を無効にすべき旨の審決をしないとすることが公益の観点から容認しが

たいような事案であるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。 

ウ  被請求人の同意要件のみに違反するもの 

審理遅延のおそれがなく、また当該請求の理由を当初の請求書に記載しな

かったことに一応の合理的な理由が認められる場合において、被請求人が不

同意だったことのみを理由に請求の理由の補正を不許可としたときについて

は、そうした補正に対して私人たる被請求人が不同意であったとしても、合

議体が公益の立場からする職権の発動を妨げるものとはいえない。したがっ

て、上記２．ウと同様に、その請求の理由が適切な無効理由を構成すること

が一見して明らかなものであり、しかもそれを職権審理の対象としないこと

が公益上の観点から容認しがたいような事案であるときは、職権探知の無効

理由として採用して差し支えない。 

(2) 無効理由通知書における補正書等の援用 

不許可とした補正に係る請求の理由を職権探知の無効理由として採用する

ときは、その補正事項を記載した補正書や弁駁書等の記載を援用することもで

きる。このようにすれば、請求人の意図が被請求人に伝わりやすい無効理由通

知とすることができる。 

 

４．  実用新案登録無効審判における技術評価書の取扱い 

実用新案登録無効審判において、実用新案技術評価書に記載された先行技術
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文献に請求人が言及していないときは、必要に応じて当該先行技術文献を職権

審理の対象とする。 

なお、審決は当事者の主張を考慮して合議体が独立の判断に基づき行うもの

であるから、当該評価書の評価は審決の結論を左右するものではない。 

 

（改訂 R1.6） 


